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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を光学的に観察するための光学式ファインダー装置と、
 上記被写体像を上記光学式ファインダー装置のがわへと導くために撮影光学系の光路内
に対して進退自在に配設される可動ミラーと、
 上記可動ミラーを撮影光路外に退避させた状態で、撮像素子にて撮像される上記被写体
像を動画像として表示する電子ビューファインダー装置と、
　を有するデジタル一眼レフレックスカメラにおいて、
　上記電子ビューファインダー装置において動画像表示がおこなわれている際に撮影者に
よるレリーズ操作がおこなわれた場合には、上記可動ミラーが撮影光路内から撮影光路外
へと退避するために要する時間から上記動画像表示の撮像周期を減じた時間が経過した後
に、上記撮像素子による画像データの記録動作を開始させる制御手段を具備して構成され
ることを特徴とするデジタル一眼レフレックスカメラ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、デジタル一眼レフレックスカメラ、詳しくは撮像素子から連続的に出力さ
れる画像データに基づく動画像を表示装置によって表示する電子ビューファインダーを具
備するデジタル一眼レフレックスカメラに関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より、複数のレンズ群からなる撮影光学系に入射する被写体からの光束（以下、被
写体光束という）に基づいて形成される被写体像を所定の位置に配置される例えば電荷結
合素子（ＣＣＤ；Ｃharge Ｃoupled Ｄevice）等の撮像素子等の受光面上に結像させるこ
とで所望の被写体像を取得し、これをデジタルデータなどの所定の形態で所定の記録媒体
に記録し得るように構成される静止画像撮影装置（以下デジタルカメラという）が一般に
実用化されており広く普及している。
【０００３】
　また、このようなデジタルカメラにおいて、撮影光学系の光路に対して進退自在に設け
られる可動ミラーやペンタプリズムなどを備え光学的な被写体の観察像を得る光学的なフ
ァインダー装置を具備する一眼レフレックス方式のものが実用化され普及しつつある。
【０００４】
　さらに、このような一眼レフレックス方式のカメラにおいては、例えば撮影光学系やそ
の駆動機構等を内部に備えたレンズ鏡筒をカメラ本体に対して着脱自在とし、使用者が必
要に応じて任意にレンズ鏡筒を交換し得るように構成したレンズ交換式のものについても
実用化されている。
【０００５】
　従来のデジタルカメラを用いて行なわれる一連の撮影動作では、例えば使用者がシャッ
ターレリーズ操作部材を操作した後、撮像素子等による実際の露出動作が実行されるまで
の間に、例えば絞り機構による絞り羽根の絞り込み動作などの機械的な駆動動作が実行さ
れる。すなわち、シャッターレリーズ操作部材の操作時点から所定の時間が経過した後に
、はじめて撮像素子への露出動作が開始されることになる。
【０００６】
　このように、デジタルカメラによる撮影動作時には、シャッターレリーズ操作がなされ
た時点から撮像素子への露出動作が開始されるまでの間に時間的なズレ、すなわちシャッ
ターレリーズタイムラグが生じる。
【０００７】
　特に、一眼レフレックス方式のカメラの場合には、シャッターレリーズ操作が行なわれ
ると、上述の絞り機構の絞り込み動作などに加えて、さらに撮影光学系の光路内に配置さ
れている可動ミラーを同光路外へと退避させる動作が必要になる。このために、一眼レフ
レックス方式のカメラの場合には、そのシャッターレリーズタイムラグはさらに長くなる
傾向がある。
【０００８】
　したがって、従来の一般的な一眼レフレックス方式のカメラを使用する場合において、
厳密なシャッターレリーズの時期（タイミング）を要求する使用者は、撮影動作をおこな
うのに際してはシャッターレリーズタイムラグを考慮して所望のタイミングよりも常に早
めにシャッターレリーズ操作をおこなうといった高度な撮影技術によって、この問題（シ
ャッターレリーズタイムラグ）に対処しているのが現状である。このようなことからカメ
ラにおけるシャッターレリーズタイムラグは、常に一定であることが望ましい。
【０００９】
　そこで、従来においては、各種のカメラにおいて生じるシャッターレリーズタイムラグ
のばらつきを抑制し、シャッターレリーズタイムラグが常に一定となるように制御するた
めの手段について、例えば特開２００２－１９９２８８号公報や特開平６－７５２６６号
公報等によって種々の提案がなされている。
【００１０】
　上記特開２００２－１９９２８８号公報によって開示されているデジタルカメラは、絞
り機構の駆動開始から駆動終了までに要する最大時間以上の所定時間を記憶するＥＥＰＲ
ＯＭを備え、撮影動作の開始を指示するシャッターレリーズ操作がおこなわれた後、上記
ＥＥＰＲＯＭに記憶されている所定時間が経過するのを待って撮像素子による露出動作を
実行するような制御を行なっている。
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【００１１】
　また、特開平６－７５２６６号公報によって開示されている一眼レフレックス方式のカ
メラは、シャッターレリーズ信号の発生から所定時間が経過するのを待って露出動作を実
行することによって、可動ミラー駆動機構部のばらつきや撮影環境の影響を受けて可動ミ
ラーの退避時間が微妙に変化するのに起因してシャッターレリーズタイムラグが変動して
しまうことを抑止するというものである。
【００１２】
　ところで、従来のデジタルカメラにおいては、その撮影動作をおこなうのに際してその
撮影対象となる被写体像を観察するためのファインダー装置が設けられているのが普通で
ある。このファインダー装置の形態としては、次に示すような二つの方式のものが従来よ
り主に利用されている。
【００１３】
　すなわち、一つは、従来の写真撮影用フイルムを用いて写真撮影を行なういわゆるフイ
ルムカメラが具備するものと同様の構成からなり観察光学系からなる光学式ファインダー
装置がある。
【００１４】
　また、他の一つとしては、撮像素子等から連続的に出力される画像データを受けて、こ
の画像データに基づく動画像を液晶表示装置等を利用して表示するいわゆる電子ビューフ
ァインダー装置がある。
【００１５】
　一方、従来における通常のデジタルカメラにおいては、撮影動作により取得した画像デ
ータを再生表示するための液晶表示装置等の画像表示装置を具備していることは普通であ
る。
【００１６】
　そこで、この画像表示装置を用いて撮像素子等の出力データを表示するような構成とす
れば、この画像表示装置を上述の電子ビューファインダーとして利用することは容易であ
る。したがって、画像表示装置を電子ビューファインダーとして利用するように構成した
デジタルカメラについては従来より一般に実用化されている。
【００１７】
　このように、従来のデジタルカメラにおいては、光学式ファインダー装置と電子ビュー
ファインダー装置との両者を具備し、所望の被写体の撮影状況や使用者の好みなどによっ
て、この両者を適宜切り換えて使用し得るような構成のものが一般的に普及している。
【特許文献１】特開２００２－１９９２８８号公報
【特許文献２】特開平６－７５２６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　ところが、例えば一眼レフレックス方式のデジタルカメラ（以下デジタル一眼レフレッ
クスカメラという）において、光学式ファインダー装置と電子ビューファインダー装置と
を具備し、この両者を適宜切り換えて使用し得る構成とした場合、まず電子ビューファイ
ンダー装置を用いて撮影動作をおこなうときには、可動ミラーを撮影光学系の光路外へと
退避させた状態とし、かつシャッター機構（フォーカルプレーンシャッター等）を開放し
た状態にして、撮影光学系から入射する光束が撮像素子の受光面に常に照射されるように
することで、被写体像の画像データを連続的に取得し得るように設定する。
【００１９】
　この状態において、シャッターレリーズ操作をおこなうと、絞り機構の駆動動作が実行
される。その後に、撮像素子に対して露出動作を実行することになる。したがって、この
ように電子ビューファインダー装置を用いた撮影動作には、光学式ファインダー装置を用
いて撮影動作をおこなう際に必要となる可動ミラーの退避動作については少なくとも不要
となる。
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【００２０】
　このことから、電子ビューファインダー装置を用いて撮影動作をおこなうときのシャッ
ターレリーズタイムラグと、光学式ファインダー装置を用いて撮影動作をおこなうときの
シャッターレリーズタイムラグとは一致することなく、両者における撮影結果の撮影タイ
ミングが異なるものとなってしまう。したがって、この場合には、厳密なシャッターレリ
ーズタイミングを決定するための撮影技術は、さらに高度なものが要求されることになっ
てしまう。
【００２１】
　しかしながら、この問題点については、上記特開２００２－１９９２８８号公報や上記
特開平６－７５２６６号公報では何等の考慮もなされていない。
【００２２】
　また、上記特開２００２－１９９２８８号公報によって開示されるデジタルカメラにお
いては、上述したように絞り機構の最大絞り駆動時間（所定時間）の経過後に露出動作を
実行するようにしている。しかしながら、例えばレンズ交換式のデジタル一眼レフレック
スカメラの場合には、これに装着されるべき交換用のレンズ鏡筒によって、絞り機構の動
作完了時間、すなわち最大絞り駆動時間が異なる。このことから、シャッターレリーズ操
作をおこなった後、露出動作を実行するまでの所定時間、すなわち待機時間を一律に設定
することができないという問題点がある。
【００２３】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、光学
式ファインダー装置と電子ビューファインダー装置との両者を具備し、この両者を適宜切
り換えて使用し得るように構成されるデジタル一眼レフレックスカメラにおいて、いずれ
のファインダー装置を使用して撮影動作を実行したとしても、常に一定のシャッターレリ
ーズタイムラグとなる設定を実現したデジタル一眼レフレックスカメラを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　上記目的を達成するために、本発明によるデジタル一眼レフレックスカメラは、　被写
体像を光学的に観察するための光学式ファインダー装置と、上記被写体像を上記光学式フ
ァインダー装置のがわへと導くために撮影光学系の光路内に対して進退自在に配設される
可動ミラーと、上記可動ミラーを撮影光路外に退避させた状態で、撮像素子にて撮像され
る上記被写体像を動画像として表示する電子ビューファインダー装置と、を有するデジタ
ル一眼レフレックスカメラにおいて、上記電子ビューファインダー装置において動画像表
示がおこなわれている際に撮影者によるレリーズ操作がおこなわれた場合には、上記可動
ミラーが撮影光路内から撮影光路外へと退避するために要する時間から上記動画像表示の
撮像周期を減じた時間が経過した後に、上記撮像素子による画像データの記録動作を開始
させる制御手段を具備して構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、光学式ファインダー装置と電子ビューファインダー装置との両者を具
備し、この両者を適宜切り換えて使用し得るように構成されるデジタル一眼レフレックス
カメラにおいて、いずれのファインダー装置を使用して撮影動作を実行したとしても、常
に一定のシャッターレリーズタイムラグとなる設定を実現したデジタル一眼レフレックス
カメラを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。  
　図１及び図２は、本発明の一実施形態のデジタル一眼レフレックスカメラの概略的な構
成を示す図である。このうち、図１は本実施形態のデジタル一眼レフレックスカメラの一
部を切断して、その内部構成を概略的に示す斜視図である。また、図２は図１のデジタル



(5) JP 4328260 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

一眼レフレックスカメラの主に電気的な構成を概略的に示すブロック構成図である。図３
は、本実施形態のカメラにおいて、液晶表示装置を電子ビューファインダー装置として使
用する際の作用を説明するタイムチャートである。図４は、本実施形態のカメラにおいて
、最大絞り駆動時間を設定する際の処理シーケンスを示すフローチャートである。
【００２７】
　本実施形態のデジタル一眼レフレックスカメラ（以下カメラと略記する）１は、それぞ
れが別体に構成されるカメラ本体１１と撮影用レンズ鏡筒（以下単にレンズ鏡筒という）
１２とによって構成される。これらのカメラ本体１１及びレンズ鏡筒１２の両者は互いに
着脱自在となるように構成されている。すなわち、カメラ１はレンズ交換式のデジタル一
眼レフレックスカメラである。
【００２８】
　レンズ鏡筒１２は、複数のレンズ要素等からなる撮影用レンズである撮影光学系１２ａ
及びその駆動機構（図１では図示せず）等を内部に保持して構成されている。この撮影光
学系１２ａは、被写体からの光束を透過させることで当該被写光束により形成される被写
体の像を所定の位置（後述する撮像素子２７の光電変換面（受光面）上；図２参照）に結
像せしめるように、例えば複数の光学レンズ等によって構成されるものである。そして、
このレンズ鏡筒１２は、カメラ本体１１の前面に向けて突出するように配設されている。
【００２９】
　なお、レンズ鏡筒１２の詳細な構成については、従来のカメラ等において一般的に利用
されているものと同様の構成からなるものが適用されるものとし、その詳細な構成の説明
は省略する。
【００３０】
　カメラ本体１１は、内部に各種の構成部材等を備えて構成され、かつ撮影光学系１２ａ
を保持するレンズ鏡筒１２を着脱自在となるように配設するための連結部材であるレンズ
鏡筒装着部１１ａをその前面に備えて構成されてなるいわゆるレンズ交換式一眼レフレッ
クス方式のデジタルカメラの主要本体部をなしている。
【００３１】
　つまり、カメラ本体１１の前面側の略中央部には、被写体光束を当該カメラ本体１１の
内部へと導き得る所定の口径を有する露光用開口が形成されており、この露光用開口の周
縁部にレンズ鏡筒装着部１１ａが形成されている。
【００３２】
　カメラ本体１１の外面側には、その前面に上述のレンズ鏡筒装着部１１ａが配設されて
いるほか、上面部や背面部等の所定の位置にカメラ本体１１を動作させるための各種の操
作部材、例えば測距動作（ＡＦ動作）及び測光動作（ＡＥ動作）や露出動作を開始させる
ための指示信号等を発生させるレリーズボタン１７ａや撮影動作時に用いるファインダー
装置の切り換えを行なうファインダー切換操作部材１７ｂ等が配設されている。なお、こ
れら各種の操作部材については、図面の煩雑化を避けるために、図１においては当該レリ
ーズボタン１７ａ以外の操作部材の図示を省略する。
【００３３】
　カメラ本体１１の内部には、図１に示すように各種の構成部材、例えば撮影光学系１２
ａによって形成される所望の被写体像を観察する観察光学系を構成する光学式ファインダ
ー装置１３と、撮像素子２７の光電変換面への被写体光束の照射時間等を制御するシャッ
タ機構等を備えたシャッター部１４と、このシャッター部１４を含み撮影光学系１２ａを
透過した被写体光束に基づいて形成される被写体像に対応した画像信号を得る撮像手段で
あり光電変換素子である撮像素子２７及びこの撮像素子２７の光電変換面の前面側の所定
の位置に配設され当該光電変換面への塵埃等の付着を予防する防塵部材である防塵フイル
ター２１等からなる撮像ユニット１５と、撮像素子２７により取得した画像信号に対して
各種の信号処理を施す画像信号処理回路１６ａ（図２参照）等の電気回路を構成する各種
の電気部材が実装される主回路基板１６を始めとした複数の回路基板（図１では主回路基
板１６のみを図示している）等が、それぞれ所定の位置に配設されている。
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【００３４】
　光学式ファインダー装置１３は、撮影光学系１２ａを透過した被写体光束の光軸を所定
の方向（観察光学系のがわ）へと折り曲げる反射鏡１３ｂと、この反射鏡１３ｂから出射
する光束を受けて正立正像を形成させるペンタプリズム１３ａと、このペンタプリズム１
３ａにより形成される像を拡大して観察するのに最適な形態の像を結像させる観察光学系
の一部を構成する接眼レンズ１３ｃと、被写体光束の一部をＡＦセンサユニット６５（図
２では単にＡＦセンサと表記している）のがわへと導く副鏡１３ｄ等によって構成されて
いる。
【００３５】
　反射鏡１３ｂは、撮影光学系１２ａの光軸から退避する位置と当該光軸上の所定の位置
との間で進退自在に配設される可動ミラーである。この反射鏡１３ｂは、通常状態におい
ては、撮影光学系１２ａの光軸上において当該光軸に対して所定の角度、例えば角度４５
度を有して配置されている。これにより、撮影光学系１２ａを透過した被写体光束は、当
該カメラ１が通常状態にあるときには、反射鏡１３ｂによってその光軸が折り曲げられて
、当該反射鏡１３ｂの上方に配置されるペンタプリズム１３ａのがわへと反射するように
なっている。
【００３６】
　また、反射鏡１３ｂの撮像素子２７と対向する側の面には、当該反射鏡１３ｂに対して
角度９０度を有して副鏡１３ｄが反射鏡１３ｂに対して回動自在に配設されている。これ
に伴って、反射鏡１３ｂの略中央部近傍は、一部の光束が透過し得るように形成されてい
る。
【００３７】
　したがって、これにより当該カメラ１が通常状態にあるときには、反射鏡１３ｂの一部
を透過した光束が副鏡１３ｄによってその光軸を折り曲げられて、当該副鏡１３ｄの下方
に設けられるＡＦセンサユニット６５のがわへと反射するようになっている。
【００３８】
　一方、本カメラ１が撮影動作の実行中において、その実際の露光動作中には、当該反射
鏡１３ｂは、撮影光学系１２ａの光軸から退避する所定の位置に移動するようになってい
る。これによって、被写体光束は、撮像素子２７のがわへと導かれ、その光電変換面を照
射するようになっている。
【００３９】
　この場合において、撮影光学系１２ａの光軸から退避する所定の位置と、撮影光学系１
２ａの光軸上の所定の位置との間で反射鏡１３ｂを移動させる制御は、ミラー駆動機構６
３（図２参照）によって行なわれる。
【００４０】
　シャッター部１４は、例えばフォーカルプレーン方式のシャッター機構や、このシャッ
ター機構の動作を制御する駆動回路等、従来のカメラ等において一般的に利用されている
ものと同様のものが適用されるものとし、その詳細な構成についての説明は省略する。
【００４１】
　本実施形態のカメラ１は、上述したように撮影光学系１２ａ等を内部に備えたレンズ鏡
筒１２と、装置本体であるカメラ本体１１等によって単一のシステムを構成している。こ
の場合において、レンズ鏡筒１２は、カメラ本体１１の前面側においてレンズ鏡筒装着部
１１ａを介してカメラ本体１１に着脱自在に配設されている。そのために、レンズ鏡筒１
２の後端側には、上述のレンズ鏡筒装着部１１ａに対応し係合する装着部１２ｂが形成さ
れている。これにより、カメラ本体１１とレンズ鏡筒１２とは、いわゆるバヨネット結合
するようになっている。
【００４２】
　そして、図２に示すようにカメラ本体１１とレンズ鏡筒１２とには、それぞれにカメラ
本体１１の制御をおこなうボディ制御用マイクロコンピュータ４１と、レンズ鏡筒１２の
制御をおこなうレンズ制御用マイクロコンピュータ７１とが配設されている。これらボデ



(7) JP 4328260 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

ィ制御用マイクロコンピュータ４１及びレンズ制御用マイクロコンピュータ７１の両者は
、カメラ本体１１とレンズ鏡筒１２とが連結されている状態において通信コネクタ８０ａ
，８０ｂを介して電気的に接続され、互いに通信し得るようになっている。
【００４３】
　すなわち、カメラ本体１１とレンズ鏡筒１２とには、図２に示すように通信コネクタ８
０ａ，８０ｂがそれぞれに設けられており、カメラ本体１１に対してレンズ鏡筒１２が装
着され両者が連結した状態になると、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１とレンズ制
御用マイクロコンピュータ７１とは、通信コネクタ８０ａ，８０ｂを介して電気的に接続
され、互いに通信し得る状態になる。そして、このときレンズ制御用マイクロコンピュー
タ７１は、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１の制御下において、従属的に協働しな
がら稼動するようになっている。つまり、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、シ
ステムとしてのカメラ１全体を統括的に制御する制御手段の役目をしている。
【００４４】
　レンズ鏡筒１２は、図２に示すように当該レンズ鏡筒１２の各構成部材の制御を行なう
レンズ制御用マイクロコンピュータ７１と、複数のレンズ等からなる撮影光学系１２ａと
、この撮影光学系１２ａを所定の方向へ任意のときに所定量だけ移動させるための駆動機
構であって例えばＤＣモータ（図示せず）等を含むレンズ駆動機構７４と、撮影光学系１
２ａに入射する光束の光量を調節する絞り機構部７２と、この絞り機構部７２を駆動する
ステッピングモータ（図示せず）等を含む絞り駆動機構７３等を備えて構成されている。
【００４５】
　そして、レンズ制御用マイクロコンピュータ７１は、通信コネクタ８０ａ，８０ｂを介
して接続されるボディ制御用マイクロコンピュータ４１からの指令に基づいてレンズ駆動
機構７４，絞り駆動機構７３等を電気的に駆動制御するようになっている。
【００４６】
　一方、カメラ本体１１の内部には、上述したように反射鏡１３ｂとペンタプリズム１３
ａと接眼レンズ１３ｃと副鏡１３ｄ等によって構成される光学式ファインダー装置１３と
、フォーカルプレーン方式のシャッター部１４と、反射鏡１３ｂを駆動制御するミラー駆
動機構６３と、シャッター部１４の先膜と後膜とを駆動するためのばね力をチャージする
ための機構等からなるシャッターチャージ機構６２等の機構部材のほかに、複数の回路基
板が配設され、各種の電気回路が構成されている。
【００４７】
　カメラ本体１１の電気的な構成は、図２に示すように例えば当該カメラ本体１１の各構
成部材の制御を行なって本カメラ１全体を統括的に制御するボディ制御用マイクロコンピ
ュータ４１と、副鏡１３ｄからの反射光束を受けて測距動作を行なうためのＡＦセンサユ
ニット６５と、このＡＦセンサユニット６５を駆動制御するＡＦセンサ駆動回路６４と、
シャッター部１４のシャッター秒時などの動作を駆動制御するシャッター制御回路６１と
、ペンタプリズム１３ａに入射する光束の一部を受けて所定の測光動作を行なう測光回路
６６と、被写体光束を受けて光電変換する光電変換素子である撮像素子２７を含みこの撮
像素子２７の前面側に設けられる光学素子としての透明ガラス部材などからなる防塵フイ
ルター２１及びこの防塵フイルター２１を所定の周波数で振動させるための加振手段であ
る圧電素子２２等からなる撮像ユニット１５と、防塵フイルター２１を振動させるために
ボディ制御用マイクロコンピュータ４１から出力される制御信号にしたがって圧電素子２
２を駆動制御する電気回路（駆動回路）であって発振器等からなる駆動手段である防塵フ
イルター駆動回路４８と、撮像素子２７を駆動制御し当該撮像素子２７により取得される
画像信号の信号処理を取り扱うＣＣＤインターフェイス回路２９と、このＣＣＤインター
フェイス回路２９からの出力（すなわち、撮像素子２７によって取得した画像信号）に基
づいて各種の信号処理を施す画像信号処理回路１６ａと、この画像信号処理回路１６ａに
よって処理済みの画像信号や画像データ及びこれに付随する各種の情報等を一時的に記録
する一時的保管用メモリの役目をするＳＤＲＡＭ等のワークメモリ１６ｂ及びフラッシュ
ロム（ＦｌａｓｈＲＯＭ）７０と、この画像信号処理回路１６ａによって生成された所定
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の形態の記録用の画像データを所定の領域に記録する記録媒体４３と、画像を表示するた
めの表示部である液晶表示装置（ＬＣＤ）４６と、本カメラ１の制御に必要となる所定の
制御パラメータ等を予め記録されているＥＥＰＲＯＭ等からなる不揮発性メモリ６９と、
当該カメラ１の動作状態を表示するための動作表示用ＬＣＤ６７と、本カメラ１の各種の
操作部材に連動し、各所定の指示信号を発生させるためのスイッチ群であるカメラ操作ス
イッチ（ＳＷ）６８と、疑似的なシャッター音や異常発生時の警告音などの例えば電子音
などを発生させるスピーカなどの発音部を含む発音手段である発音回路７５と、例えば乾
電池等からなる電池４５と、この電池４５又は所定の接続ケイブル等（図示せず）により
供給される外部電源（ＡＣ）からの電力を受けて、本カメラ１を動作させるのに適する電
圧に変換制御して各電気回路へと配電する電源回路４４と、撮像素子２７の周辺温度を測
定する温度測定回路４９等を備えて構成されている。
【００４８】
　なお、撮像素子２７は、少なくともその中央部近傍が透明な防塵フイルター２１によっ
て保護されている。この防塵フイルター２１の周縁部には、撮像素子２７の受光面に対向
するがわの面に防塵フイルター２１に対して振動を加えるための圧電素子２２が配置され
ている。
【００４９】
　圧電素子２２は、防塵フイルター２１の側縁部近傍の一方の面に貼着されている。この
圧電素子２２は、防塵フイルター駆動回路４８による制御によって防塵フイルター２１に
振動を加え得るように構成されている。こうして防塵フイルター２１を振動させることで
、当該防塵フイルター２１の表面に付着した塵埃等を除去する塵埃等除去機構が構成され
ている。
【００５０】
　なお、撮像素子２７及び圧電素子２２は、図２において破線で示すように防塵フイルタ
ー２１の一方の面を一面とする枠体により囲まれるケース部材の内部に一体となるように
収納されている。このような形態とすることで、より好ましい防塵作用を得ることができ
るようになっている。
【００５１】
　また、通常の場合において、温度はガラス製の部材（防塵フイルター２１）等の弾性係
数に影響し、その固有振動数を変化させる要因の一つとなっている。したがって、防塵フ
イルター２１を振動させて運用するのに際しては、その温度を計測して、そのときの環境
下における固有振動数の変化を考慮する必要がある。特に、カメラ１における撮像素子２
７は、その稼働中において温度上昇が激しい傾向があり、この撮像素子２７の近傍に設け
られる防塵フイルター２１の温度変化を測定することで、そのときの固有振動数を予想す
ることができる。
【００５２】
　したがって、本カメラ１においては、撮像素子２７の周辺温度を測定するためのセンサ
（図示せず）を含む温度測定回路４９を備えて構成されている。そして、この場合におけ
るセンサの配置位置、即ち温度測定点は、例えば防塵フイルター２１の振動面の近傍に設
定される。
【００５３】
　また、カメラ操作スイッチ６８は、例えば測光動作（ＡＥ動作）及び測距動作（ＡＦ動
作）の開始を指示する第１（１ｓｔ）レリーズスイッチ及び露出動作の開始を指示する第
２（２ｎｄ）レリーズスイッチや、カメラ１の動作モードの変更を行なうモード変更スイ
ッチや、主電源の開閉（オンオフ）を指示する電源スイッチや、防塵フイルター２１を作
動させて塵埃等除去動作を実行するためのスイッチや、撮影動作時に用いるファインダー
装置の切り換えを行なうファインダー切り換えスイッチ等、当該カメラ１の所定の動作を
行なうために操作する必要な操作ボタンにそれぞれ連動するスイッチ群によって構成され
ている。
【００５４】
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　一方、上述のＡＦセンサユニット６５からの出力は、ＡＦセンサ駆動回路６４を介して
ボディ制御用マイクロコンピュータ４１へ送信されるようになっている。これを受けてボ
ディ制御用マイクロコンピュータ４１は周知の測距処理を実行する。
【００５５】
　また、画像信号処理回路１６ａは、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１からの指令
に従ってＣＣＤインターフェイス回路２９を制御する。これにより、撮像素子２７からの
出力信号（画像信号）を取り込み、これをＳＤＲＡＭ等のワークメモリ１６ｂ等に一時的
に記録するようになっている。
【００５６】
　そして、ワークメモリ（ＳＤＲＡＭ）１６ｂに一時記録された画像信号は、画像信号処
理回路１６ａにおいて所定の信号処理が施されることによって、画像を表示するのに最適
な形態の表示用画像信号となるように変換された後、液晶表示装置４６へと出力され、そ
の表示部（図示せず）を用いて対応する画像が表示されるようになっている。
【００５７】
　さらに、ワークメモリ（ＳＤＲＡＭ）１６ｂに一時記録された画像信号は、画像信号処
理回路１６ａにおいて所定の信号処理が施されることによって、記録するのに最適な形態
の記録用画像データ、例えばＪＰＥＧ方式等の圧縮データ等に変換された後、記録媒体４
３へと出力され、これに記録されるようになっている。
【００５８】
　なお、本実施形態のカメラ１における液晶表示装置４６は、記録媒体４３に記録済みの
画像データに基づいてこれに対応する画像を再生表示する画像再生手段としての役目をす
る一方、撮影動作時には、反射鏡１３ｂ（可動ミラー）を撮影光路外に退避させた状態で
、撮像素子２７にて撮像し、これから連続的に出力される被写体像を表わす画像データを
受けてこの画像データに基づく動画像を表示する画像表示手段である電子ビューファイン
ダー装置としての役目もしている。
【００５９】
　ミラー駆動機構６３は、反射鏡１３ｂが撮影光学系１２ａの光路外へと退避した位置（
アップ（ＵＰ）位置）と、同反射鏡１３ｂを撮影光学系１２ａの光路上の所定の位置に配
置されるダウン（ＤＯＷＮ）位置との間で反射鏡１３ｂとを駆動させるための機構である
。
【００６０】
　ここで、例えば反射鏡１３ｂがダウン位置に配置されているときには、撮影光学系１２
ａからの光束は反射鏡１３ｂによってその光軸を折り曲げられてペンタプリズム１３ａの
がわへと導かれる。また、撮影光学系１２ａからの一部の光束は反射鏡１３ｂを透過して
副鏡１３ｄによってその光軸を折り曲げられてＡＦセンサユニット６５のがわへと導かれ
る。
【００６１】
　上述のようにペンタプリズム１３ａのがわへと導かれた撮影光学系１２ａからの光束は
、ペンタプリズム１３ａにおいて所定の被写体像が形成され、使用者は接眼レンズ１３ｃ
を介して被写体像を観察することができるようになっている。また、ペンタプリズム１３
ａを透過する光束の一部は測光回路６６へと導かれるようになっている。この測光回路６
６では、内部のフォトセンサ（図示せず）等の作用によって所定の測光処理をおこなう。
そして、その測光結果の出力信号は、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１へと伝送さ
れるようになっている。
【００６２】
　また、ＡＦセンサユニット６５のがわへと導かれた撮影光学系１２ａからの一部の光束
は、ＡＦセンサユニット６５の内部のＡＦセンサ（図示せず）等の作用によって光電変換
されて出力される。ＡＦセンサユニット６５からの出力はＡＦセンサ駆動回路６４へと出
力され、このＡＦセンサ駆動回路６４を介してボディ制御用マイクロコンピュータ４１へ
と送信される。これを受けてボディ制御用マイクロコンピュータ４１は所定の測距処理を
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おこなう。そして、その測距結果の出力信号は、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１
へと伝送されるようになっている。
【００６３】
　さらに、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１には、スピーカ等の発音部材を含む発
音回路７５が接続されている。この発音回路７５は、ボディ制御用マイクロコンピュータ
４１から出力される所定の制御信号を受けて、例えば疑似シャッター音や警告音やメッセ
ージ音声等の電子音を適宜所定の時期に発音するものである。
【００６４】
　ところで、上述したように本実施形態のカメラ１は、レンズ交換式のデジタル一眼レフ
レックスカメラであって、光学式ファインダー装置１３と電子ビューファインダー装置と
しての液晶表示装置４６とを具備し、この両者を適宜切り換えて使用し得るように構成さ
れている。
【００６５】
　この場合において、光学式ファインダー装置１３は、反射鏡１３ｂやペンタプリズム１
３ａ及び接眼レンズ１３ｃなどによって構成されており、反射鏡１３ｂが撮影光学系１２
ａの光路上の所定の位置に配置されている状態で使用されるものである。
【００６６】
　すなわち、反射鏡１３ｂの反射面が撮影光学系１２ａに対向するように、かつ撮影光学
系１２ａの光軸Ｏに対して角度略４５度傾けて配置されている状態において、撮影光学系
１２ａを透過して入射する光束は、反射鏡１３ｂによってその光軸Ｏが角度略９０度だけ
折り曲げられてペンタプリズム１３ａの側へと導かれ、このペンタプリズム１３ａにより
形成される被写体像は接眼レンズ１３ｃへと至り、この接眼レンズ１３ｃによって被写体
像を観察することができるようになっている。
【００６７】
　一方、この状態、すなわち光学式ファインダー装置１３を使用し得る状態にあるときに
、例えばカメラ本体１１の外面に設けられる各種の操作部材のうちファインダー切換操作
部材１７ｂを操作すると、本カメラ１は液晶表示装置４６を電子ビューファインダー装置
として用いて被写体像の観察をおこなうことができるようになっている。
【００６８】
　この場合において、上述のごとくファインダー切換操作部材１７ｂ（図１参照）を操作
するとカメラ操作スイッチ６８（図２参照）に含まれるファインダー切り換えスイッチが
作動し、その信号を受けてボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、ミラー駆動機構６
３を介して反射鏡１３ｂを駆動制御し、これを撮影光学系１２ａの光路外の所定の位置へ
と退避させる。これと同時に、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、シャッター制
御回路６１を介してシャッター部１４を駆動制御して、これを開放状態にする。その後、
ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、撮像素子２７及び液晶表示装置４６を駆動す
るための制御をおこなって、被写体像の動画像データを取得し、これを液晶表示装置４６
を用いて表示することで被写体像を観察することができるようになっている。
【００６９】
　このように構成される本実施形態のカメラ１において、撮影動作を実行する際の作用を
説明する。
【００７０】
　まず、撮影動作を行なうのに際して光学式ファインダー装置１３を使用する場合の作用
を説明する。
【００７１】
　本実施形態のカメラ１において撮影動作を実行するのに際しては、まずカメラ本体１１
の外面に設けられる各種操作部材のうち電源スイッチを作動させる操作部材（特に図示せ
ず）が使用者により操作されると電源スイッチがオン状態にされる。
【００７２】
　これを受けてボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、カメラ本体１１の内部電気回
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路についての所定の初期化をおこなう。これにより、カメラ１は撮影準備状態となる。な
お、このときカメラ１は撮影動作を行ない得る撮影モードに設定されているものとする。
【００７３】
　この状態においてカメラ１の使用者は、撮影動作を実行するのに際してまず光学式ファ
インダー装置１３を使用して所望の被写体像の観察を行ないつつ、任意のときレリーズボ
タン１７ａの第一段目の操作をおこなう。この操作によって、カメラ操作スイッチ６８の
うち第１レリーズスイッチから測距動作を含むＡＦ動作と測光動作の実行を指示する指示
信号が発生する。
【００７４】
　これを受けてボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、ＡＦセンサ駆動回路６４を介
してＡＦセンサユニット６５を駆動させて測距動作を実行する。そして、その測距結果に
基づいてボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、通信コネクタ８０ａ，８０ｂを介し
て接続されるレンズ制御用マイクロコンピュータ７１によりレンズ駆動機構７４の制御を
おこなって撮影光学系１２ａを駆動制御する。これにより、撮影光学系１２ａによって形
成される被写体像は、光学式ファインダー装置１３において合焦状態で観察することがで
きるようになる。この一連の動作がＡＦ動作である。
【００７５】
　また、上述のＡＦ動作と同時にボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、測光回路６
６を駆動制御して測光動作を実行し、その測光結果のデータを一時的に保持する。
【００７６】
　この状態から本カメラ１の使用者がさらにレリーズボタン１７ａの第二段目の操作をお
こなうと、カメラ操作スイッチ６８のうち第２レリーズスイッチから露出動作の実行を指
示する指示信号が発生する。
【００７７】
　これを受けてボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、ミラー駆動機構６３を介して
反射鏡１３ｂを駆動制御し、これを撮影光学系１２ａの光路外の所定の位置へと退避させ
る。これと同時に、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、通信コネクタ８０ａ，８
０ｂを介してレンズ制御用マイクロコンピュータ７１を制御し、このレンズ制御用マイク
ロコンピュータ７１により絞り駆動機構７３を介して絞り機構部７２の駆動制御が実行さ
れる。なお、絞り機構部７２は、通常状態では常に開放状態となっている。したがって、
ここで行なわれる絞り機構部７２の駆動制御は絞り込み方向への駆動である。
【００７８】
　そして、上述の反射鏡１３ｂ及び絞り機構部７２の駆動制御の完了を待って本露出動作
が実行される。すなわち、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、シャッター制御回
路６１を介してシャッター部１４の駆動制御を行ない、同時に撮像素子２７の駆動制御を
実行する。このシャッター部１４と撮像素子２７の駆動制御によって被写体像の画像デー
タが取得されることになる。この動作を本露出動作という。
【００７９】
　なお、この本露出動作においておこなわれるシャッター部１４及び絞り機構部７２の駆
動制御は、上述の測光動作で得られた測光結果に基づいて算出され決定されるシャッター
秒時や絞り値の設定値、または使用者によって予め設定されたシャッター秒時や絞り値の
設定値などに基づいておこなわれる。
【００８０】
　また、上述の本露出動作におけるシャッター部１４及び撮像素子２７の駆動制御に先立
って実行される反射鏡１３ｂ及び絞り機構部７２の駆動制御によって、その動作が完了す
るのに必要となる時間、すなわちレリーズボタン１７ａの第二段目の操作（第２レリーズ
スイッチ）がなされてから本露出動作が開始されるまでの時間内に、反射鏡１３ｂの退避
動作と絞り機構部７２の駆動動作を完了させておく必要がある。
【００８１】
　このように、シャッター部１４及び撮像素子２７を駆動して本露出動作を開始するのに
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先立って、反射鏡１３ｂの退避動作や絞り機構部７２の駆動動作などが完了されている必
要がある。これらの動作に必要となる時間をミラー退避時間というものとする。
【００８２】
　本実施形態のデジタル一眼レフレックスカメラの場合におけるミラー退避時間としては
、およそ６６ｍｓｅｃ．程度であるものとする（図３参照）。したがって、この場合のシ
ャッターレリーズタイムラグは、およそ６６ｍｓｅｃ．程度となる。
【００８３】
　つまり、図３に示す符号Ｃ１の撮影タイミングにてレリーズボタン１７ａの第二段目の
操作をおこなったとすると、符号Ｃ１の時点からおよそ６６ｍｓｅｃ．経過後の符号Ｄの
時点において本露出動作が開始される。
【００８４】
　上述したように、撮像素子２７などによる本露出動作が完了すると、その後、ボディ制
御用マイクロコンピュータ４１は、シャッターチャージ機構６２を介してシャッター部１
４の駆動制御をおこなって次の露出動作のためのシャッターチャージ動作を実行する。同
時にボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、ミラー駆動機構６３を介して反射鏡１３
ｂを駆動させて、当該反射鏡１３ｂを撮影光学系１２ａの光路上における所定の位置に復
帰させる。さらに、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、通信コネクタ８０ａ，８
０ｂを介して接続されるレンズ制御用マイクロコンピュータ７１を制御する。このレンズ
制御用マイクロコンピュータ７１は絞り駆動機構７３を介して絞り機構部７２の駆動制御
をおこなって、これを通常状態である開放状態に復帰させる。これら一連の動作が露出動
作である。そして、カメラ１は次の撮影動作のための待機状態になる。
【００８５】
　次に、撮影動作を行なうのに際して液晶表示装置４６を電子ビューファインダーとして
使用する場合の作用を説明する。
【００８６】
　本実施形態のカメラ１の通常状態においては、上述のように電源スイッチがオン状態と
されたとき、光学式ファインダー装置１３を使用し得る状態となっている。そこで、使用
者は、液晶表示装置４６を電子ビューファインダーとして使用するためのモード設定操作
をおこなう。
【００８７】
　すなわち、カメラ本体１１の外面に設けられる各種の操作部材のうち撮影動作時に用い
るファインダー装置の切り換えを行なうファインダー切換操作部材１７ｂが使用者により
操作されると、カメラ操作スイッチ６８（図２参照）に含まれるファインダー切り換えス
イッチから所定の指示信号が発生する。
【００８８】
　これを受けてボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、ミラー駆動機構６３を介して
反射鏡１３ｂを駆動制御する。これにより、反射鏡１３ｂは、撮影光学系１２ａの光路外
の所定の位置へと退避する。
【００８９】
　これと同時に、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、シャッター制御回路６１を
介してシャッター部１４を駆動制御する。これによりシャッター部１４は開放状態となる
。
【００９０】
　次いで、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、撮像素子２７及び液晶表示装置４
６を駆動するための所定の駆動制御をおこなう。これにより、撮像素子２７により取得さ
れる被写体像を表わす動画像データが取得され、当該データは所定の信号処理がなされた
後、液晶表示装置４６へと出力されて被写体像を含む動画像が連続的に表示される。これ
により、使用者は被写体像を動画像として観察し得る状態になる。
【００９１】
　この状態においてカメラ１の使用者は、撮影動作を実行するのに際してまず液晶表示装
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置４６を使用して所望の被写体像の観察を行ないつつ、任意のときにレリーズボタン１７
ａの第一段目の操作をおこなう。この操作によって、撮像素子２７により取得された画像
データを用いてコントラストＡＦ動作と測光動作とが実行される。これにより、撮影光学
系１２ａによって形成される被写体像は、液晶表示装置４６において合焦状態で表示観察
し得るようになる。
【００９２】
　ここで、液晶表示装置４６においては、図３に示す作用によって被写体像の観察画像の
表示がなされる。
【００９３】
　まず、本実施形態のカメラ１における液晶表示装置４６の表示画像の表示レート（撮像
周期）は、毎秒３０フレーム（フレーム／秒）であるものとする。したがって、１フレー
ム当たり３３ミリ秒（ｍｓｅｃ．）で動作することになる。
【００９４】
　この液晶表示装置４６においては、図３に示すように垂直同期信号ＶＤの発生タイミン
グで各表示フレームが表示されるようになっている。また、撮像素子２７（ＣＣＤ２７と
表記）の露出動作をＢ１，Ｂ２，……，Ｂ１０で示し、液晶表示装置４６（ＬＣＤ４６と
表記）の表示動作をＡ１，Ａ２，……，Ａ１０で示している。
【００９５】
　すなわち、撮像素子２７によって取り込まれたフレームＢ１の画像データは、１ＶＤ（
３３ｍｓｅｃ．）後に液晶表示装置４６においてフレームＡ１の表示画像として表示され
るようになっている。つまり、本液晶表示装置４６では、露出動作がなされた後、３３ｍ
ｓｅｃ．を経て、その露出動作で得られた画像データに基づく画像が表示されるようにな
っている。換言すれば、露出動作と表示動作の間には、表示の遅延時間として３３ｍｓｅ
ｃ．の遅延（DELAY：ディレイ）が生じることになる。
【００９６】
　上述したように、液晶表示装置４６において被写体像を合焦状態で観察し得る状態にな
った後、使用者は、任意のときにレリーズボタン１７ａの第二段目の操作をおこなう。こ
れにより、カメラ操作スイッチ６８のうち第２レリーズスイッチから露出動作の実行を指
示する指示信号が発生する。
【００９７】
　これを受けてボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、通信コネクタ８０ａ，８０ｂ
を介してレンズ制御用マイクロコンピュータ７１を制御して、このレンズ制御用マイクロ
コンピュータ７１により絞り駆動機構７３を介して絞り機構部７２の駆動制御を実行する
。
【００９８】
　続いて、この絞り機構部７２の駆動制御の完了を待って本露出動作が実行される。すな
わち、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は撮像素子２７の駆動制御を実行する。こ
の撮像素子２７の駆動制御によって被写体像の静止画像データが取得される。
【００９９】
　なお、この本露出動作においておこなわれる撮像素子２７及び絞り機構部７２の駆動制
御は、上述の測光動作で得られた測光結果に基づいて算出され決定されるシャッター秒時
や絞り値の設定値、または使用者によって予め設定されたシャッター秒時や絞り値の設定
値などに基づいておこなわれる。
【０１００】
　また、上述の本露出動作における撮像素子２７の駆動制御に先立って実行される絞り機
構部７２の駆動制御によって、その動作が完了するのに必要となる時間、すなわちレリー
ズボタン１７ａの第二段目の操作（第２レリーズスイッチ）がなされてから本露出動作が
開始されるまでの時間内に絞り機構部７２の駆動動作を完了させておく必要がある。これ
に必要となる時間を絞り駆動時間というものとする。
【０１０１】
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　なお、この絞り駆動時間は、カメラ本体１１に装着されるレンズ鏡筒１２の絞り機構部
７２によって異なる。したがって、本実施形態のカメラ１においては、装着されたレンズ
鏡筒１２の絞り駆動時間について予め設定する制御がなされる。設定すべき絞り駆動時間
は、そのレンズ鏡筒１２における絞り機構部７２を駆動した時の最大絞り駆動時間、すな
わち絞り機構部７２を開放状態から最小絞り状態まで駆動させる際に要する時間である。
なお、一般的な交換式レンズの場合の最大絞り駆動時間は、およそ１０ｍｓｅｃ．前後に
なる。この値は、例えば各交換用レンズ毎に特有のものである。したがって、この最大絞
り駆動時間に関する情報は、レンズ制御用マイクロコンピュータ７１の内部に設けられる
記憶手段などに予め各交換用レンズ毎に記録されているものである。
【０１０２】
　ここで、本カメラ１に装着されたレンズ鏡筒１２の絞り機構部７２の最大絞り駆動時間
を判定する際の処理シーケンスを図４のフローチャートによって説明する。
【０１０３】
　この処理シーケンスは、カメラ本体１１のがわのボディ制御用マイクロコンピュータ４
１がレンズ鏡筒１２（交換用レンズ）との間で通信をおこない、これによって絞り機構部
７２を動作させて、その際の絞り機構部７２の動作状態から当該絞り機構部７２の最大絞
り駆動時間を、判定手段であるボディ制御用マイクロコンピュータ４１により判定する処
理である。
【０１０４】
　まず、カメラ本体１１の各種操作部材のうち電源スイッチを作動させる操作部材（特に
図示せず）が使用者によって操作されて電源スイッチがオン状態になる。これを受けてボ
ディ制御用マイクロコンピュータ４１は、カメラ本体１１の内部電気回路についての所定
の初期化をおこなう。この初期化動作の段階において、図４に示すシーケンス処理が実行
される。
【０１０５】
　すなわち、図４のステップＳ１において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、
カメラ本体１１に対してレンズ鏡筒１２が装着されているか否かの検出をおこなう（交換
用レンズ検出処理）。この検出は、例えば通信コネクタ８０ａ，８０ｂを介してボディ制
御用マイクロコンピュータ４１とレンズ制御用マイクロコンピュータ７１との間で所定の
通信をおこなって両者が電気的に接続されているかを確認することによって判断がなされ
る。
【０１０６】
　また、カメラ本体１１とレンズ鏡筒１２との接続を検出する検出手段としては、これに
限らず、例えばカメラ本体１１がわのレンズ鏡筒装着部１１ａとレンズ鏡筒１２の後端に
設けられる装着部１２ｂとの間でバヨネット結合がなされる際に、その連結状態を機械的
に検出する検出手段を設け、その検出手段からの信号によって両者の接続状態を判断する
ようにしてもよい。
【０１０７】
　ここで、カメラ本体１１とレンズ鏡筒１２との電気的な接続が確認された場合には、カ
メラ本体１１にレンズ鏡筒１２が装着されているものと判断されて、次のステップＳ２の
処理に進む。
【０１０８】
　また、カメラ本体１１とレンズ鏡筒１２との接続が確認されなかった場合には、ステッ
プＳ１０の処理に進む。このステップＳ１０において、ボディ制御用マイクロコンピュー
タ４１は、発音回路７５などを用いて、カメラ本体１１にレンズ鏡筒１２が装着されてい
ない旨の告知、例えば動作表示用ＬＣＤ６７を用いてその旨の警告表示をおこなったり、
発音回路７５を駆動制御して、各種の所定の警告音などを発生させる交換用レンズ非装着
告知処理を実行する。その後、上述のステップＳ１の処理に戻る。
【０１０９】
　一方、上述のステップＳ１において、カメラ本体１１とレンズ鏡筒１２との接続が確認
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されて、次のステップＳ２の処理に進むと、このステップＳ２において、ボディ制御用マ
イクロコンピュータ４１は、通信コネクタ８０ａ，８０ｂを介してレンズ制御用マイクロ
コンピュータ７１との通信をおこなって、装着されているレンズ鏡筒１２に固有の最大絞
り駆動時間に関する情報を取得する。この情報はレンズ鏡筒１２がわのレンズ制御用マイ
クロコンピュータ７１の内部メモリ領域などに予め記録されているものである。その後、
ステップＳ３の処理に進む。
【０１１０】
　ステップＳ３において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、上述の通信処理を
おこなった結果、所望の情報の取得が成功したか否かの確認がなされる。ここで、所望の
情報、すなわち装着されているレンズ鏡筒１２に固有の最大絞り駆動時間に関する情報の
取得が成功したものと判断されると、次のステップＳ９の処理に進む。
【０１１１】
　次いで、ステップＳ９において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、通信によ
って得られた結果を最大絞り駆動時間として扱う設定をおこなう。その後、本シーケンス
処理を終了し、本カメラ１は待機状態に移行する（正常終了）。
【０１１２】
　一方、上述のステップＳ３の処理において、所望の情報（最大絞り駆動時間に関する情
報）の取得が失敗したものと判断されると、次のステップＳ４の処理に進む。ここで、情
報の取得に失敗する例としては、例えば装着されているレンズ鏡筒１２のがわに所望の情
報が存在しない場合などが考えられる。
【０１１３】
　ステップＳ４において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、自己の内部に有す
る計時手段であるタイマー（図示せず）の計時動作を開始するタイマースタート処理を実
行する。その後、ステップＳ５の処理に進む。
【０１１４】
　続いて、ステップＳ５において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、通信コネ
クタ８０ａ，８０ｂを介してレンズ制御用マイクロコンピュータ７１との通信をおこなう
。これを受けて、レンズ制御用マイクロコンピュータ７１は、絞り駆動機構７３を介して
絞り機構部７２の駆動制御をおこなって、所定の絞り駆動処理を実行する。その後、ステ
ップＳ６の処理に進む。なお、ここで行なわれる絞り駆動処理では、絞り機構部７２を開
放状態から最小絞り状態まで駆動させる処理である。これにより、当該絞り機構部７２の
動作確認と、その最大絞り駆動時間を確認することができる。
【０１１５】
　ステップＳ６において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、上述のステップＳ
５において実行した絞り駆動処理が終了したか否かの確認を行なう。ここで、当該絞り駆
動処理が終了したことが確認されると、次のステップＳ７の処理に進む。
【０１１６】
　続いて、ステップＳ７において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、自己の内
部に有するタイマー（図示せず）の計時動作を停止するタイマーストップ処理を実行する
。その後、ステップＳ８の処理に進む。
【０１１７】
　ステップＳ８において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、上述のステップＳ
４～Ｓ７においてタイマーによって計時された計時結果を最大絞り駆動時間として扱う設
定をおこなう。その後、本シーケンス処理を終了し、本カメラ１は待機状態に移行する（
正常終了）。
【０１１８】
　一方、上述のステップＳ６の処理において、絞り駆動処理の終了が確認されない場合に
は、ステップＳ１１の処理に進む。
【０１１９】
　ステップＳ１１において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、タイマーの計時
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時間を確認することで所定の時間が経過したか否かの判断をおこなう。ここで、所定の時
間が経過していないと判断された場合には、ステップＳ６の処理に戻り、以降の処理を繰
り返す。また、上述のステップＳ１１において、所定の時間が経過していると判断された
場合には、次のステップＳ１２の処理に進む。
【０１２０】
　ステップＳ１２において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、タイマーの計時
動作を停止するタイマーストップ処理を実行する。その後、ステップＳ１３の処理に進む
。
【０１２１】
　ステップＳ１３において、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１は、所定の絞り駆動
異常処理を実行する。その後、本シーケンス処理を終了し、本カメラ１は待機状態に移行
する（異常終了）。
【０１２２】
　なお、上述のステップＳ１３において実行される絞り駆動異常処理は、カメラ本体１１
に装着されているレンズ鏡筒１２の絞り機構部７２に何らかの異常が生じていることを使
用者に告知するための処理である。その告知処理として、具体的には、例えばボディ制御
用マイクロコンピュータ４１の制御により発音回路７５を駆動制御してスピーカ等の発音
部材から警告音を発生させる処理や、ボディ制御用マイクロコンピュータ４１の制御によ
り動作表示用ＬＣＤ６７を駆動制御して、その旨の警告表示をおこなう処理などである。
【０１２３】
　以上のようにして、本カメラ１に装着されたレンズ鏡筒１２の絞り機構部７２の最大絞
り駆動時間が設定される。その後、カメラ１は撮影準備状態となる。
【０１２４】
　なお、上述の図４に示すシーケンス処理は、上述のように電源スイッチがオン状態にさ
れたときのカメラ本体１１の初期化処理においておこなうようにしているが、これに限ら
ず、例えばレンズ鏡筒１２（交換用レンズ）をカメラ本体１１に対して装着したとき、こ
れに呼応して絞り機構部７２の駆動動作を実行するようにしてもよい。この場合には、例
えばカメラ本体１１のがわのレンズ鏡筒装着部１１ａと、このレンズ鏡筒装着部１１ａに
対応する装着部１２ｂとが機械的に係合したことを検出するスイッチ部材などを設け、こ
のスイッチ部材によってレンズ鏡筒１２の装着状態を検出するようにすればよい。
【０１２５】
　ところで、上述したように、本実施形態のカメラ１においては、撮影動作の際に被写体
像の観察をおこなう手段として、光学式ファインダー装置１３と電子ビューファインダー
装置としての液晶表示装置４６とを具備し、この両者を適宜切り換えて使用し得るように
構成されている。
【０１２６】
　そして、撮影動作を行なうのに際して光学式ファインダー装置１３を使用する場合のシ
ャッターレリーズタイムラグは、上述したように、およそ６６ｍｓｅｃ．程度となってい
る。このことから、図３に示すように符号Ｃ１の撮影タイミングでレリーズボタン１７ａ
の第二段目の操作をおこなったとすると、この符号Ｃ１の時点からおよそ６６ｍｓｅｃ．
経過後の符号Ｄの時点から本露出動作が開始されることになる。この場合、撮像素子２７
は、図３に示すフレームＢ６に対応する画像データ以降の所定時間のデータを取得する処
理がおこなわれる。
【０１２７】
　一方、撮影動作を行なうのに際して液晶表示装置４６を電子ビューファインダーとして
使用する場合には、上述のミラー退避時間を考慮する必要がないので、同様に図３に示す
符号Ｃ１の撮影タイミングでレリーズボタン１７ａの第二段目の操作をおこなったとする
と、同図符号Ｃ２の時点から本露出動作が開始されることになってしまう。つまり、同図
符号Ｃ１の時点で液晶表示装置４６の表示部に表示されている画像Ａ２は、それより以前
に取得されるフレームＢ３に対応する画像となっている。このことは、撮像素子２７によ
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る画像データの取得と、この取得された画像データについての処理を行なった後、これに
応じた画像を液晶表示装置４６の表示部に表示する際の遅延が生じていることを意味する
。本実施形態のカメラ１では、図３に示すように、露出から表示の間の遅延時間（以下、
露出表示遅延時間という；DELAY）を１フレーム分としている。
【０１２８】
　したがって、液晶表示装置４６の表示を観察しつつ撮影動作をおこなう場合には、レリ
ーズボタン１７ａの第二段目の操作タイミング（符号Ｃ１）よりも１フレーム分（３３ｍ
ｓｅｃ．）の時間だけ遡った時点（符号Ｃ２）が本露出動作の基点となる。
【０１２９】
　このことを考慮して、この場合には、図３の符号Ｃ２を基点とし、ここからミラー退避
時間分の６６ｍｓｅｃ．だけ待機した後、図３の符号Ｆのタイミングで本露出動作を開始
するようにすれば、液晶表示装置４６を電子ビューファインダー装置として使用するとき
と、光学式ファインダー装置１３を使用するときとで、ほぼ同一のシャッターレリーズタ
イムラグで動作させることができる。
【０１３０】
　換言すれば、液晶表示装置４６を電子ビューファインダー装置として使用するときには
、光学式ファインダー装置１３を使用するとき場合のミラー退避時間（６６ｍｓｅｃ．）
から露出表示遅延時間（３３ｍｓｅｃ．）を減じた時間だけの待機時間（６６－３３（ｍ
ｓｅｃ．＝３３ｍｓｅｃ．））を、レリーズボタン１７ａの第二段目の操作後に置いてか
ら本露出動作を開始するようにすれば、常に略同一のタイムラグで本露出動作が開始され
ることになる。
【０１３１】
　なお、液晶表示装置４６を電子ビューファインダー装置として使用する場合における待
機時間（ＷＡＩＴ）の間には、例えばボディ制御用マイクロコンピュータ４１の制御によ
り発音回路７５を駆動制御してスピーカ等の発音部材から、疑似的に作成されるミラーア
ップ動作音、すなわち電子的ミラーアップ音などを発生させるようにしてもよい。
【０１３２】
　また、上述の説明では、最大絞り駆動時間Ｇについては考慮していなかったが、これを
考慮すると、次のようになる。
【０１３３】
　すなわち、光学式ファインダー装置１３を使用する場合には、反射鏡１３ｂの退避動作
や絞り機構部７２の駆動動作の完了後に本露出動作をおこなうことになる。この場合にお
いて、反射鏡１３ｂの退避動作と絞り機構部７２の駆動動作は、略同時に実行することに
なる。そして、反射鏡１３ｂの退避時間（およそ６６ｍｓｅｃ．）に比較して絞り機構部
７２の最大絞り駆動時間（およそ１０ｍｓｅｃ．）は充分に短い時間となるのが普通であ
る。
【０１３４】
　しかしながら、反射鏡１３ｂの退避時間に比較して絞り機構部７２の最大絞り駆動時間
が長くなる場合をも考慮して、両者のうちいずれか長い方をシャッターレリーズタイムラ
グの基準時間として考慮すればよい。
【０１３５】
　したがって、本実施形態のカメラ１については、上述の説明で設定したミラー退避時間
としての６６ｍｓｅｃ．をシャッターレリーズタイムラグの基準時間として考慮すればよ
い。
【０１３６】
　一方、液晶表示装置４６を電子ビューファインダー装置として使用する場合には、同様
に図３に示す符号Ｃ１のタイミングでレリーズボタン１７ａの第二段目の操作をおこなっ
たとすると、まず最大絞り駆動時間だけ待機して本露光動作が実行されるのであるが、上
述したようにシャッターレリーズタイムラグを考慮して同図符号Ｃ２の時点から待機時間
（６６ｍｓｅｃ．）を置いている。ここで、本実施形態のカメラ１においては、上述した
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ように最大絞り駆動時間を１０ｍｓｅｃ．としている。したがって、本カメラ１では、上
述の待機時間（６６ｍｓｅｃ．）の間に絞り機構部７２の駆動動作は完了することになる
。このことから、本実施形態のカメラ１については、上述の説明で設定したミラー退避時
間としての６６ｍｓｅｃ．をシャッターレリーズタイムラグの基準時間として考慮すれば
よい。
【０１３７】
　換言すれば、この場合には、光学式ファインダー装置１３を使用するとき場合のミラー
退避時間（６６ｍｓｅｃ．）から露出表示遅延時間（３３ｍｓｅｃ．）を減じた時間（６
６－３３（ｍｓｅｃ．）＝３３（ｍｓｅｃ．））と、最大絞り駆動時間（この場合は１０
ｍｓｅｃ．）とを比較して、いずれか長い方の時間を待機時間として考慮すればよい。
【０１３８】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、光学式ファインダー装置と電子ビュ
ーファインダー装置とを切り換えて使用し得るように構成されたレンズ交換式のデジタル
一眼レフレックスカメラにおいて、液晶表示装置４６を電子ビューファインダー装置とし
て使用して撮影動作を実行する際には、光学式ファインダー装置１３を使用して撮影動作
を実行する際にミラー退避時間などに起因して生じるシャッターレリーズタイムラグを考
慮して本露出動作の開始タイミングを設定するようにしたので、いずれのファインダー装
置を使用したときにも、常に略同一のシャッターレリーズタイムラグで本露出動作が実行
されるようになる。したがって、使用者はいずれのファインダー装置を利用しても違和感
なく使用でき、常に意図する撮影結果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明の一実施形態のデジタル一眼レフレックスカメラの一部を切断して、その
内部構成を概略的に示す斜視図。
【図２】図１のデジタル一眼レフレックスカメラの主に電気的な構成を概略的に示すブロ
ック構成図。
【図３】図１のカメラにおいて、液晶表示装置を電子ビューファインダー装置として使用
する際の作用を説明するタイムチャート。
【図４】図１のカメラにおいて、最大絞り駆動時間を設定する際の処理シーケンスを示す
フローチャート。
【符号の説明】
【０１４０】
１……デジタル一眼レフレックスカメラ
１１……カメラ本体
１１ａ……レンズ鏡筒装着部
１２……レンズ鏡筒
１２ａ……撮影光学系
１２ｂ……装着部
　１３……光学式ファインダー装置
１３ａ……ペンタプリズム
１３ｂ……反射鏡
１３ｃ……接眼レンズ
１３ｄ……副鏡
１４……シャッター部
１５……撮像ユニット
１６……主回路基板
１６ａ……画像信号処理回路
１６ｂ……ワークメモリ
１７ａ……レリーズボタン
１７ｂ……ファインダー切換操作部材
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２１……防塵フイルター
２２……圧電素子
２７……撮像素子
２９……ＣＣＤインターフェイス回路
４１……ボディ制御用マイクロコンピュータ
４３……記録媒体
４４……電源回路
４５……電池
４６……液晶表示装置
４８……防塵フイルター駆動回路
４９……温度測定回路
６１……シャッター制御回路
６２……シャッターチャージ機構
６３……ミラー駆動機構
６４……センサ駆動回路
６５……ＡＦセンサユニット
６６……測光回路
６８……カメラ操作スイッチ
６９……不揮発性メモリ
７１……レンズ制御用マイクロコンピュータ
７２……絞り機構部
７３……絞り駆動機構
７４……レンズ駆動機構
７５……発音回路
８０ａ，８０ｂ……通信コネクタ
代理人弁理士伊藤進
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